
⑦ 

① 住所・氏名 

住所・氏名（フリガナ）は令和 8 年 1 月 1 日現在の状況を記入してください。 

 

②個人番号 

給与等の支払いを受ける者の個人番号（マイナンバー）を記入してください。 

 

③所得控除の額の合計額 

給与所得控除後の金額から差し引かれる基礎控除等、控除した全ての合計額 

を記入してください。 

 

④源泉徴収税額 

年末調整後の年税額を記入してください。 退職した場合など年末調整を 

していない人は、徴収税額を記入してください。 

 

⑤（源泉）控除対象配偶者の有無等 

・「有」欄は、年末調整の適用を受けている方が控除対象配偶者を有している 

とき、または年末調整の適用を受けていない方が源泉控除対象 

配偶者を有しているときに○を記入してください。 

・「老人」欄は、控除対象配偶者または源泉控除対象配偶者が 

昭和 31 年 1 月 1 日以前生まれの場合に、右記のように 2 か 

所に○を記入してください。 

 

⑥配偶者（特別）控除の額 

「給与所得者の配偶者控除申告書」に基づいて計算された配偶者控除額、 

または配偶者特別控除額を記入してください。 

 

⑦特定扶養親族の数 

控除対象扶養親族のうち 19 歳以上 23 歳未満の人（平成 15 年 1 月 2 日 

から平成 19 年 1 月 1 日までに生まれた人）の数を記入してください。 

 

⑧老人扶養親族の数 

控除対象扶養親族のうち 70 歳以上（昭和 31 年 1 月 1 日以前に生まれた人） 

の数を記入してください。 

老人扶養親族が同居している場合は、「Ⓗ」欄にその人の数を記入してください。 

 

⑨その他の扶養親族の数 

控除対象扶養親族で 16 歳以上の人（平成 22 年 1 月 1 日以前に生まれた人）

のうち、特定扶養親族、老人扶養親族以外の人の数を記入してください。 

 

⑩16歳未満扶養親族の数 

扶養親族のうち 16 歳未満の人（平成 22 年 1 月 2 日以降に生まれた人）の数

を記入してください。 

 

⑪障害者の数 

⑤、⑦～⑩及び同一生計配偶者のうち障害者控除の対象者の数を記入して 

ください。 特別障害者が同居している場合は、特別障害者「Ⓚ」欄に 

その人の数を記入してください。 

 

  例①：控除対象扶養親族 3 人のうち 

1 人が同居の特別障害者で 

ある場合 

 

  例②：16 歳未満の扶養親族 2 人のうち 1 人が 

別居の特別障害者である場合 

 

 

※配偶者控除の対象ではない同一生計配偶者の障害者控除については裏面 

  の⑰摘要欄の記入事項 2 をお読みください。 

 

 

記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫非居住の数 

   ⑤～⑩のうち、令和 8 年 1 月 1 日現在国外に居住する人がいる場合には、 

その数を記入してください。 

 

  ⑬社会保険料等の金額 

   本人の申告による小規模企業共済等掛金の控除分がある場合、下記の例 

   のように内書きとなりますのでご注意ください。 

例）給与からの控除分………………………913,386 円 

申告による小規模企業共済等掛金……120,000 円 

申告による国民年金保険料……………176,460 円（㉑欄に記入が必要） 

         

 

 

  ⑭生命保険料・⑮地震保険料の控除額 
   所定の算定によって算出された各種保険料控除の金額をそれぞれ記入 

してください。 

  ⑯住宅借入金等特別控除の額 

   年末調整において算出された住宅借入金特別控除額を記入してください。 

  ⑰摘要欄・⑲住宅借入金等特別控除の額の内訳 

   ※裏面をお読みください。 

  ⑱生命保険料の金額の内訳 

   生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の支払金額をそれぞれ 

  必ず記入してください。生命保険料、個人年金保険料は契約時期によって 

新・旧に分かれていますのでご注意ください。 

  ⑳配偶者の合計所得 

   「給与所得者の配偶者控除等申告書」に基づいて計算された控除対象配 

偶者、または、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を記入 

  してください。また、年の途中で退職した方が源泉控除対象配偶者を有し 

  ている場合は、「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」に記入された、 

  源泉控除対象配偶者の所得の見積額を記入してください。 

  ※配偶者控除の適用がある場合についても、配偶者の合計所得金額の記入 

   が必要となりますのでご注意ください。 

  ㉑国民年金保険料等の金額 

   社会保険料等の金額に国民年金保険料等がある場合は金額を記入して 

ください。 

  ㉒旧長期損害保険料の金額 

   地震保険料控除額のうち、平成 18 年 12 月 31 日までに締結した長期 

損害保険契約に係る保険料の支払金額を記入してください。 

  ㉓（源泉・特別）控除対象配偶者の情報 

   控除対象配偶者または配偶者特別控除の対象となる配偶者の氏名、 

フリガナ及び個人番号を記入してください。 

  ※退職した方で源泉控除対象配偶者を有している場合も記入してください。 

  ㉔扶養親族の情報 

   氏名、フリガナ及び個人番号を記入してください。令和 8 年 1 月 1 日 

現在国外に居住している場合は区分欄に○を記入してください。 

  ㉕5人目以降の扶養親族等 

   5 人目以降の控除対象扶養親族もしくは 16 歳未満の扶養親族の個人番号 

  を記入してください。 その場合、摘要欄への記入が必要です。 

  ※裏面の⑰摘要欄の記入事項１をお読みください。 

  ㉖乙欄 

   主たる給与の支払いが他にある場合は○を記入してください。 

  ㉗ひとり親控除 

   婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子（所得 58 万円以下） 
  を有す、合計所得金額 500 万円以下の単身者が対象です。 

  ㉘受給者生年月日 

   受給者が未成年者であるかの判定や同姓同名の方の判別に使用します 

ので正確に記入してください。 

  ㉙支払者の個人番号または法人番号 

   給与支払者の個人番号または法人番号を記入してください。 

○ ○ 

１ ２ 

３ １ １ 

給与支払報告書の書き方 

福井県三方上中郡若狭町中央 1-100 ワカサ  イチロウ 

若狭  一郎 

10,000,000 8,050,000 5,939,846 211,000 

380,000 2  2   1      5  1  1    2 2 

120,000 
1,209,846 120,000    50,000     205,000 

(1)子 若狭 三郎(非居住者)  (2)子 若狭 空子(年少扶養) 

ワカ物流㈱ 支給額 5,800,000 円 社会保険料 357,920 円 源泉徴収税額 98,800円（R5.6.30 退職） 

○ 

180,000 100,000 90,000 360,000 180,000 

2 27  1 10 

30  8 20 

住 

住(特) 205,000 

11,500,000 

9,000,000 
ワカサ ハナコ 

若狭 花子 300,000 

176,460 19,600 

ワカサ カズオ 

若狭 一男 

ワカサ アキコ 

若狭 明子 

ワカサ タロウ 

若狭 太郎 

ワカサ ジロウ 

若狭 次郎 

ワカサ ハルコ 

若狭 春子 

○ 

ワカサ ナツコ 

若狭 夏子 

ワカサ アキコ 

若狭 秋子 

ワカサ フユヒコ 

若狭 冬彦 

○  7   1 昭和  40 5 10 

福井県三方上中郡若狭町中央 101-101 

ワカサ税務株式会社                    **** - ** - **** 

① 

① 

② 

③ ④ 

⑤   ⑥   ⑦  ⑧   ⑨    ⑩ ⑪    ⑫ 

⑬ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

㉓ 

㉔ 

⑳ ㉑ ㉒ 

㉔ 
㉕ 

㉕ 

(1) 

************ 

(2) 

************ 

㉖ ㉗ 

㉘ 

㉙ 

裏面へ続く 

１２０，０００ 

１，２０９，８４６ 

580,000 ㉚ 150,000 ㉛ 

⑭ ⑮ ⑯ 

************ 

************ 

************ 

************ 

************ 

************ 

************ 

************ 

************ 

************ 

 

㉜ 

㉜ 



給与支払報告書の書き方（裏面） 
 

  ㉚基礎控除 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ㉛所得金額調整控除 
   以下のいずれかに該当する者は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。 
   ① 給与等の収入が 850万円を超え、次のいずれかに該当する。 
    ・本人が特別障害者に該当する。 
    ・年齢 23歳未満の扶養親族を有する。 
    ・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する。 

    所得金額調整控除額＝（給与等の収入額（1,000万円上限）－850万円）×10% 
  
 
   ② 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等にかかる雑所得の金額があり、給与所得 
     控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が 10万円を超える場合。 
     ただし、①がある場合は、①の控除後の金額から控除します。 

 

    所得金額調整控除額＝（給与所得控除後の給与等の金額（10万円限度）＋公的年金等に係る 
              雑所得の金額（10万円限度））－10万円 

 

  ㉜特定親族特別控除 
   特定親族特別控除対象親族を有する場合、国税庁ホームページ「令和７年分給与所得の源泉徴収票 

 等の法定調書の作成と提出の手引」を参照して対象となる人数と特定親族特別控除の合計額を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 ⑰摘要欄の記入事項 
 1. ５人目以降の扶養親族または 16歳未満の扶養親族の氏名等の記入 

 対象扶養親族の氏名と続柄を記入してください。この場合、氏名の前に㉕に記入する括弧書きの数字を 

 付記し、個人番号との対応関係がわかるようにしてください。 

 また、次に該当する場合には、それぞれ下記の内容を付記してください。 

       ・16 歳未満の扶養親族の場合：氏名の後に「（年少）」と付記してください。 

       ・国外に居住している場合  ：氏名の後に「（非居住者）」と付記してください。 

 2. 配偶者控除の対象ではない同一生計配偶者が、障害者または特別障害者に該当する場合 

 給与所得者本人の合計所得金額が 1,000 万円を超える場合の同一生計配偶者は、配偶者控除を受ける 

 ことができませんが、障害者にかかる控除は受けることができます。 

 この場合の同一生計配偶者が、障害者・特別障害者に該当する場合は、 

 配偶者の氏名の後に同一生計配偶者である旨を （同配） と付記して 

 ください。 

 この場合、「㉓（源泉・特別）控除対象配偶者」には記入をされないよう 

 注意してください。 

 3. 中途就職者の前職分の記入 

 中途就職者の前職分収入を含めて年末調整した場合は、前職分の支払金額、社会保険料の金額、源泉 

 徴収税額および事業所名を記入してください。 

 前職分との重複課税防止のため必ず記入してください。 

 4. 特別徴収できない場合 

 受給者への給与の支払いが一定でない等、町・県民税を特別徴収（給与天引き）できない事情がある 

 場合には 「普通徴収」 と必ず記入してください。 

 記入がない場合には、特別徴収可能と判断することがあります。 

 また、普通徴収となる方の人数を、「普通徴収切替理由書 

 （兼仕切紙）」にご記入ください。 

 5. 給与所得者本人の住民登録が若狭町にない場合 

 令和 8 年 1 月 1 日現在の住民登録地を記入してください。 

 

 

  ⑲住宅借入金等特別控除の額の内訳 

住宅借入金 

等特別控除 

の額の内訳 

住宅借入金等 

特別控除適用数  A 
居住開始年月日 

（1 回目） C 年    月   日 
住宅借入金等特別 

控除区分（1 回目）  D 
住宅借入金等 

年末残高（1 回目） E  円 

住宅借入金等 

特別控除可能額 B 円 
居住開始年月日 

（2 回目） 
年    月     日 

住宅借入金等特別 

控除区分（2 回目） 
 

住宅借入金等 

年末残高（2 回目） 
    円 

 A：住宅借入金等特別控除適用数 

 家屋の新築または増改築等をして住宅借入金等特別控除の適用がある場合、当該控除の適用数を記入 

 してください。なお、適用数が 3 以上のときは、摘要欄に住宅借入金等特別控除区分、居住開始年月日及び 

 年末残高を記入してください。 

 B：住宅借入金等特別控除可能額を記入してください。 

 C：居住開始年月日を必ず記入してください。 

 D：住宅借入金等特別控除区分 

     適用を受けている住宅借入金等特別控除の区分を次のように記入してください。 

       住…一般の住宅借入金等特別控除の場合（増改築を含む） 

       認…認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合 

       増…特定増改築等住宅借入金特別控除の場合 

       また、該当住宅の取得や増改築が特定取得に該当する場合には、「（特）」を付記してください。 

       例：特定増改築等住宅借入金特別控除の適用があり、特定取得に該当する場合には「増（特）」と 

記入します。 

 E：住宅借入金等年末残高を記入してください。 

【2 の記入例】 

(摘要) 

   若狭 花子（同配） 

【5 の記入例】 

(摘要) 

   住民登録地：＊＊市○○○ 1-1 


